
参考資料１４

食育基本法参照条文

食育基本法（平成１７年法律第６３号 （抄））

（学校、保育所等における食育の推進）

第２０条 国及び地方公共団体は、学校、保育所等において魅力ある食育の推進に関す

る活動を効果的に促進することにより子どもの健全な食生活の実現及び健全な心身の

成長が図られるよう、学校、保育所等における食育の推進のための指針の作成に関す

る支援、食育の指導にふさわしい教職員の設置及び指導的立場にある者の食育の推進

、において果たすべき役割についての意識の啓発その他の食育に関する指導体制の整備

学校、保育所等又は地域の特色を生かした学校給食等の実施、教育の一環として行わ

れる農場等における実習、食品の調理、食品廃棄物の再生利用等様々な体験活動を通

じた子どもの食に関する理解の促進、過度の痩身又は肥満の心身の健康に及ぼす影響

等についての知識の啓発その他必要な施策を講ずるものとする。

食育推進基本計画（抄）

２．学校、保育所等における食育の推進

（略）

(2)取り組むべき施策

学校、保育所等において、魅力ある食育推進活動を行い、子どもの健全な食生活の実

現と豊かな人間形成を図るため、国は以下の施策に取り組むとともに、地方公共団体等

はその推進に努める。

（略）

（子どもへの指導内容の充実）

学校における食育の推進のためには、子どもが食について計画的に学ぶことができる

よう、各学校において食に関する指導に係る全体的な計画が策定されることが必要であ

り、これを積極的に促進する。特に、その際には、学校長のリーダーシップの下に関係

教職員が連携・協力しながら、栄養教諭が中心となって組織的な取組を進めることが必

要である。

また、各教科、特別活動、総合的な学習の時間等の学校教育活動全体を通じて、食に

関する指導を行うために必要な時間が十分に確保されるよう学校における取組を促進す

るとともに、食に関する学習教材を作成・配付し、その活用を図る。

さらに、地域の生産者団体等と連携し、農林漁業体験、食品の流通や調理、食品廃棄

物の再生利用等に関する体験といった子どもの様々な体験活動等を推進するとともに、

体験活動の円滑な実施を促進するための指導者の養成を目的とした研修を実施する。

なお、学習指導要領の見直しに当たり、学校教育活動全体を通じた食に関する指導の

充実を図るなど、食育が推進されるよう取り組む。

、 、学校教育外でも 食料の生産・流通・消費に対する子どもの関心と理解を深めるため



子ども向けパンフレット等を作成・配布するとともに、行政関係者や関係団体等と連携

し、これら関係者による子どもへの指導を推進する。

これらの取組を踏まえ、学校の関係者は、家庭や地域と連携しつつ、積極的に食育の

推進に努める。

５．生産者と消費者との交流の促進、環境と調和のとれた農林漁業の活性化等

(2)取り組むべき施策

都市と農山漁村の共生・対流や生産者と消費者との間の交流を促進することによりそ

れらの信頼関係を構築し、国民の食に関する理解と関心の増進等を図るとともに、環境

と調和のとれた農林漁業の活性化に資するため、国は以下の施策に取り組むとともに、

地方公共団体等はその推進に努める。

（バイオマス利用と食品リサイクルの推進）

地域で発生・排出されるバイオマス資源を当該地域でエネルギー、工業原材料等に変

換し、可能な限り循環利用する総合的利活用システムを構築していくため、平成１８年

３月に決定した「バイオマス・ニッポン総合戦略」に基づき、各地域におけるバイオマ

ス利活用計画の作成、バイオマスの変換・利用施設等の整備等を促進するとともに、バ

イオマスの変換・利用技術の開発を進め、バイオマスの総合利用による地域循環システ

ムの実用化を図る。

また、食品リサイクルに関する食品関連事業者や消費者の理解を深めるため、食品リ

サイクルの必要性等を普及啓発するためのパンフレット等を作成・配布するとともに、

セミナー等の開催を推進する。

さらに、家庭における食生活の実態、家庭や外食における食品の廃棄状況等を把握す

るための調査や、食品産業における食品廃棄物等の発生

量や再生利用等の実施状況を把握するための調査を実施する。


